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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録手段に記録された撮像画像から切り出された切出画像をクライアント装置に送信す
る送信装置であって、
　複数のクライアント装置が前記撮像画像から切り出して表示した切出画像の範囲に関す
る閲覧情報を取得する取得手段と、
　前記閲覧情報に基づいて、
　管理者権限を有するユーザのクライアント装置からの切出画像の送信要求に応じて、前
記複数のクライアント装置が前記撮像画像から切り出して表示した複数の切り出し画像を
、前記管理者権限を有するユーザのクライアント装置に送信し、
　管理者権限を有さないユーザのクライアント装置からの切出画像の送信要求に応じて、
前記管理者権限を有さないユーザのクライアント装置に対応する切出画像を、前記管理者
権限を有さないユーザのクライアント装置に送信する送信手段と、を有することを特徴と
する送信装置。
【請求項２】
　前記記録手段に記録された撮像画像から切り出された切出画像を管理者権限を有するク
ライアント装置に送信する場合には、前記送信手段は、さらに、前記切出画像の切出しを
指示したクライアント装置を識別するための識別情報を、前記管理者権限を有するクライ
アント装置に送信することを特徴とする請求項１に記載の送信装置。
【請求項３】
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　記録手段に記録された撮像画像および複数のクライアント装置が撮像画像から切り出し
て表示した切出画像の範囲を示す閲覧情報をクライアント装置に送信する送信装置であっ
て、
　複数のクライアント装置が前記撮像画像から切り出して表示した前記切出画像の範囲を
示す閲覧情報を取得する取得手段と、
　前記記録手段に記録された撮像画像、および前記複数のクライアント装置が前記撮像画
像から切り出して表示した前記切出画像の範囲を示す閲覧情報を、管理者権限を有するク
ライアント装置に送信する送信手段とを有することを特徴とする送信装置。
【請求項４】
　記録手段に記録された撮像画像から切り出された切出画像をクライアント装置に送信す
る送信方法であって、
　複数のクライアント装置が前記撮像画像から切り出して表示した前記切出画像の範囲に
関する閲覧情報を取得する取得ステップと、
　前記切出画像の範囲に関する閲覧情報に基づいて、
　管理者権限を有するユーザのクライアント装置からの切出画像の送信要求に応じて、前
記複数のクライアント装置が前記撮像画像から切り出して表示した複数の切り出し画像を
、前記管理者権限を有するユーザのクライアント装置に送信し、
　管理者権限を有さないユーザのクライアント装置からの切出画像の送信要求に応じて、
前記管理者権限を有さないユーザのクライアント装置に対応する切出画像を、前記管理者
権限を有さないユーザのクライアント装置に送信する送信ステップとを有することを特徴
とする送信方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の送信方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項６】
　記録手段に記録された撮像画像および複数のクライアント装置が撮像画像から切り出し
て表示した切出画像の範囲を示す閲覧情報をクライアント装置に送信する送信方法であっ
て、
　複数のクライアント装置が前記撮像画像から切り出して表示した切出画像の範囲を示す
閲覧情報を取得する取得ステップと、
　前記記録手段に記録された撮像画像、および前記複数のクライアント装置が前記撮像画
像から切り出して表示した切出画像の範囲を示す閲覧情報を、管理者権限を有するクライ
アント装置に送信する送信ステップとを有することを特徴とする送信方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の送信方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示についての操作履歴に応じて、当該画像を再度表示する場合の表示
制御技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、映像データの再生中になされた映像表示に関わるユーザ操作とその操作時刻を示
す履歴情報を記録する表示処理装置が知られている（例えば、特許文献１）。
【０００３】
　特許文献１に記載の表示処理装置は、一度再生した映像データを再表示するために映像
データを取得するとともに、当該映像データに関連付けられた履歴情報が示すユーザ操作
を、当該履歴情報によって示される操作時刻に従って実行する。例えば特許文献１には、
ライブ映像再生時に表示端末又はサーバにおいて行ったトリミング処理の履歴を記録し、
映像の再表示時に当該トリミング処理を再現することが記載されている。
【０００４】
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　また特許文献１には、映像配信装置に複数の表示端末が接続され、各表示端末での映像
表示に関する操作履歴を記憶することが記載されている。特許文献１に記載の表示処理装
置は、記憶した操作履歴に応じて、各表示端末における映像データの再表示を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２００９６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来の表示処理システムでは、映像データについて異なる表示権限を有
するユーザがそれぞれ映像の再表示を行う場合について考慮されていなかった。
　本発明は、映像データを閲覧する複数のユーザが映像データについて異なる表示権限を
有する場合に、映像データの再表示において各表示権限に応じた表示を行うことを可能に
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明に係る送信装置は、記録手段に記録された撮像画像か
ら切り出された切出画像をクライアント装置に送信する送信装置であって、複数のクライ
アント装置が前記撮像画像から切り出した前記切出画像の範囲を示す情報を取得する取得
手段と、前記切出画像の範囲を示す情報に基づいて、クライアント装置のユーザに対応す
る切り出し画像を送信する送信手段とを有する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、映像データを閲覧する複数のユーザが映像データについて異なる表示
権限を有する場合に、映像データの再表示において各表示権限に応じた表示を行うことが
できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施例１における撮像システムの構成を示す図。
【図２】実施例１における撮像装置１００の操作画面の例を示す図。
【図３】実施例１における撮像システムの動作を説明するためのフローチャート。
【図４】実施例１における切出画像生成処理を説明するためのフローチャート。
【図５】実施例１におけるアクセス制御部１５０が管理するテーブルの例を示す図。
【図６】実施例１における管理者ユーザが画像の再表示を行う場合の表示画面の例。
【図７】実施例１における一般者ユーザが画像の再表示を行う場合の表示画面の例。
【図８】実施例２における撮像システムの動作を説明するためのフローチャート。
【図９】実施例２における切出し制御情報送信処理を説明するためのフローチャート。
【図１０】実施例３における検索画面の例を示す図。
【図１１】実施例４における検索画面の例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１１】
　＜実施例１＞
　本実施例における撮像システムについて図１を用いて説明する。本実施例における撮像
システムでは、撮像装置１００と記録装置２００と複数の表示装置３００がネットワーク
１０を介して接続される。
【００１２】
　例えば、ネットワーク１０はインターネットや有線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎ
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ｅｔｗｏｒｋ）、無線ＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＬＡＮ）、ＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅ
ａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）等により構成される。ネットワーク１０は、その通信規格、規模、
構成を問わない。ＬＡＮの通信規格として、例えばＥｔｈａｎｅｔ（登録商標）等を用い
ることができる。
【００１３】
　まず本実施例にかかる表示装置３００の構成について図１を用いて説明する。本実施例
では、複数の表示装置３００がネットワーク１０に接続されているが、それらの構成は同
じであるものとする。本実施例において表示装置３００は、撮像装置１００が撮像した撮
像画像の一部の領域の画像を受信するクライアント装置である。本実施例において、１台
の表示装置は、異なるユーザからログインされた場合、異なるクライアント装置として機
能することができる。ユーザは、ユーザを識別するための識別情報を表示装置３００に入
力することにより、表示装置３００にログインすることができる。あるいは、１台の表示
装置は、異なるアプリケーションから撮像装置１００にアクセスすることにより、異なる
クライアント装置として機能することができる。異なるアプリケーションとして、例えば
、後述の管理者用アプリケーションおよび一般者用アプリケーション等を実行させること
ができる。
【００１４】
　通信制御部３４０は、撮像装置１００からネットワーク１０を介して送られた撮像画像
、及び、切出画像を受信する。ここで切出画像とは、撮像装置１００が撮像した撮像画像
の一部の領域の画像のことをいう。
【００１５】
　画像処理部３２０は、通信制御部３４０が受信した撮像画像又は切出画像を表示部３１
０に表示させる処理を行う。
【００１６】
　記憶部３５０は、通信制御部３４０が受信した撮像画像又は切出画像を記憶する。また
、表示装置３００がプロセッサを内蔵する形態では、記憶部３５０は、後述の図３（ａ）
及び（ｂ）に示す表示装置３００の手順を各プロセッサに実行させるためのプログラムを
記憶する。
【００１７】
　表示部３１０は、通信制御部３４０が受信した撮像画像データに基づいて、撮像画像を
表示する。また表示部３１０は、通信制御部３４０が受信した切出画像データに基づいて
、切出画像を表示する。表示部３１０に表示される撮像装置１００の操作画面の例を図２
に示す。
【００１８】
　切出画像表示部３１１は、撮像部１１０が撮像した撮像画像から切り出された切出画像
を表示する。撮像画像表示部３１２は、撮像部１１０が撮像した撮像画像を表示する。す
なわち、撮像画像表示部３１２は、切出画像に対する全体画像を表示する。
【００１９】
　撮像画像表示部３１２は、撮像画像において切出画像を切出した領域をユーザが認識で
きるようにして表示してもよい。例えば、撮像画像から切出画像を切り出した領域を、撮
像画像上に枠で表示するようにしてもよい。
【００２０】
　また表示部３１０は、撮像装置１００に対する指示を入力するために用いるユーザイン
タフェースを表示することができる。
【００２１】
　操作部３３０は、表示装置３００を操作するユーザを識別するための識別情報の入力を
受け付ける。たとえば、ユーザが撮像装置１００の操作画面にログインする際に識別情報
の入力を要求することができる。ユーザの識別情報は、ユーザごとに識別可能に設定する
ことができる。または、ユーザが管理者権限を有するユーザであるか、一般者権限を有す
るユーザであるかを識別するための情報でもよい。あるいは、ユーザの識別情報として、
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ユーザが用いているアプリケーションの種別を識別するための情報を表示装置３００が送
信することとしてもよい。
【００２２】
　本実施例において、管理者権限とは、他のクライアント装置が表示した前記切出画像を
表示する表示権限を示す。本実施例において、管理者権限を有するクライアント装置は、
他のクライアント装置が撮像装置１００から受信して表示した画像を受信して表示するこ
とができる。すなわち管理者権限を有するユーザは、他のユーザが撮像装置１００から受
信した画像を受信して閲覧することができる。
【００２３】
　一方、一般者権限とは、他のクライアント装置が表示した前記切出画像を表示する権限
が制限された権限を示す。本実施例において、一般者権限を有するクライアントは、他の
クライアント装置が撮像装置１００から受信した画像を受信する権限が制限される。すな
わち一般者権限を有するユーザは、他のユーザが撮像装置１００から受信した画像を受信
して閲覧できる範囲が制限される。
【００２４】
　また操作部３３０は、撮像装置１００を操作するためのユーザの指示を入力する。撮像
装置１００を操作するための指示として、例えば、撮像装置１００の撮像方向をパン方向
又はチルト方向に変化させるための指示が含まれる。カメラの撮像方向を変化させるため
のユーザインタフェースとして、図２に示した操作部３３０のような十字ボタンやスクロ
ールバーなどを用いることができる。ただし撮像装置１００を操作するためのユーザイン
タフェースはこれに限られるものではない。
【００２５】
　また、撮像装置１００を操作するための指示として、例えば、カメラのズームを変化さ
せるための指示が含まれる。また、撮像装置１００を操作するための指示として、撮像装
置１００に対して撮像した撮像画像を記憶部１３０又は記録装置２００に録画するための
指示が含まれる。また、撮像装置１００を操作するための指示として、撮像部１１０が撮
像した撮像画像から切り出した切出画像を要求する指示が含まれる。
【００２６】
　切出画像を要求する指示には、例えば、撮像部１１０が撮像した撮像画像における切出
画像の位置情報（切出画像の頂点又は中心点の座標等）や、切出画像の大きさの情報（高
さ、幅、又は対角線の長さ等）等が含まれる。操作部３３０において入力された指示に応
じて、通信制御部３４０は撮像装置１００に指示を送出する。
【００２７】
　切出画像を要求するためのユーザインタフェースとして、例えば、後述の撮像画像表示
部３１２に表示される全体画像のうち、切出しを行う領域を矩形等の枠によって指定して
指示することができる。あるいは、切出画像の位置情報や切出画像の大きさの情報を座標
値等で指定してユーザが直接入力することとしてもよい。
【００２８】
　また図２に示した例では、撮像画像表示部３１２、切出画像表示部３１１と同じウィン
ドウ内に操作部３３０が表示されているが、これに限られない。撮像装置１００に対して
指示を入力するためのユーザインタフェースは、撮像画像を表示するウィンドウと別のウ
ィンドウに設けることとしてもよい。表示部３１０がタッチパネルにより構成される場合
、タッチ操作によって指示を入力することとしてもよい。また、表示画面に表示する場合
に限らず、ジョイスティク等の操作装置を用いて指示を入力することとしてもよい。
【００２９】
　次に、撮像装置１００の構成について図１を用いて説明する。本実施例において、撮像
装置１００は、クライアント装置としての表示装置３００に撮像画像又はその一部の領域
の画像を表示させる表示制御装置として機能する。
【００３０】
　撮像部１１０は、被写体の撮像を行う。撮像部１１０は、レンズやＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐ
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ｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）などの撮
像素子などによって構成される。撮像素子はレンズによって結像された被写体の像を画像
信号に変換する。
【００３１】
　画像処理部１２０は、撮像部１１０が撮像した画像に対する画像処理を行う。画像処理
部１２０は、例えば、撮像部１１０が撮像した画像を、ＪＰＥＧ（Ｊｏｉｎｔ　Ｐｈｏｔ
ｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）やＨ．２６４等の符号化方式を用いて
符号化する。符号化方式はこれらに限られない。また画像処理部１２０は、撮像部１１０
が撮像した画像の一部の画像を切出す処理を行う。
【００３２】
　駆動制御部１６０は、後述の通信制御部１４０が受信した、撮像部１１０の撮像方向を
制御するための指示に応じて、撮像部１１０の撮像方向を変化させる。また、駆動制御部
１６０は、通信制御部１４０が受信した、撮像部１１０の画角を制御するための指示に応
じて撮像部１１０の画角を変化させる。
【００３３】
　通信制御部１４０は、撮像部１１０が撮像した撮像画像に対して、画像処理部１２０が
処理を行った撮像画像を記録装置２００及び表示装置３００に送信する制御を行う。例え
ば、通信制御部１４０は、撮像部１１０が撮像した撮像画像を記録装置２００に記録させ
る記録制御を行う。
【００３４】
　また、通信制御部１４０は、撮像部１１０が撮像した撮像画像から画像処理部１２０が
切り出した画像である切出画像を記録装置２００及び表示装置３００に送信する制御を行
う。例えば、通信制御部１４０は、撮像部１１０が撮像した撮像画像における切出画像の
位置を示す位置情報をネットワーク１０を介して記録装置２００又は表示装置３００に送
信する送信制御を行う。
【００３５】
　撮像装置１００に複数の表示装置３００が接続されている場合、通信制御部１４０は第
１の表示装置３００（クライアント装置）に撮像画像における第１の領域の画像である第
１の画像を送信する。また、通信制御部１４０は、第２の表示装置３００（クライアント
装置）に当該撮像画像における第２の領域の画像である第２の画像を送信する。
【００３６】
　また通信制御部１４０は、撮像装置１００を制御するための指示を受信する。撮像装置
１００を制御するための指示として、例えば、通信制御部１４０は、撮像部１１０が撮像
した撮像画像から画像を切出す範囲の情報を指定する指示（切出し制御情報）を受信する
。また通信制御部１４０は、記憶部１３０または記録装置２００に記憶された撮像画像の
取得を要求する指示を受信する。また通信制御部１４０は、撮像部１１０の撮像方向又は
画角を変化させるための指示を受信する。
【００３７】
　さらに通信制御部１４０は、表示装置３００から、記録装置２００に記録された撮像画
像の再生を要求する再生要求を受信する。
【００３８】
　アクセス制御部１５０は、撮像装置１００が撮像した撮像画像に対して行った表示制御
と、その表示制御を行ったユーザが有する権限を管理する。アクセス制御部１５０が管理
するテーブルの例を図５に示す。
【００３９】
　図５のテーブルは、撮像装置が撮像した撮像画像について行われた表示制御の内容、及
び、当該撮像画像に対する表示制御操作を行ったユーザの属性情報を含む。図５の画像Ｉ
Ｄは、撮像画像を一意に識別するための識別情報である。切出し範囲１からＮは、画像Ｉ
Ｄによって特定される撮像画像に対して行われた表示制御の内容を示す情報である。また
、ユーザの属性情報１からＮは、各表示制御を行ったユーザの属性を示す情報である。
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【００４０】
　表示制御の内容は、切出し範囲に限られず、撮像装置の撮像方向や画角の制御等として
もよい。また、ユーザの属性情報は例えば、ユーザの表示権限、及び、ユーザの識別情報
、あるいは、それらの一方とすることができる。本実施例では、記録装置２００に記録さ
れた撮像画像について異なる表示権限を持つ複数のユーザが、それぞれ異なる表示装置３
００を用いて映像の閲覧を行う場合について説明する。
【００４１】
　本実施例では、管理者権限を有する管理者ユーザは、撮像装置１００が撮像した撮像画
像に対する表示制御の履歴を制限なく用いて撮像画像の再表示をさせる権限を有する。一
方、本実施例において、一般者権限を有する一般者ユーザは、撮像装置１００が撮像した
撮像画像に対する表示制御の履歴を制限された範囲で用いて撮像画像の再表示をさせる権
限を有する。
【００４２】
　例えば本実施例において、管理者ユーザは、撮像装置１００が撮像した撮像画像に対す
る全ての表示制御の履歴を用いて画像の再表示をさせることができる。一方、本実施例に
おいて一般者権限を有する一般者ユーザは、撮像装置１００が撮影した撮像画像に対して
、一般者ユーザが行った表示制御の履歴のみを用いて、映像の再生表示をさせることがで
きる。
【００４３】
　管理者ユーザが画像の再表示を行う場合に表示装置３００の表示部３１０に表示される
画面の例を図６に示す。例えば、管理者ユーザであるＵｓｅｒ１、及び、一般者ユーザで
あるＵｓｅｒ２がそれぞれ、同じ１枚の撮像画像から異なる範囲の切出画像を切り出した
あとに、管理者ユーザであるＵｓｅｒ１がその撮像画像の再表示を行う場合について説明
する。
【００４４】
　撮像画像表示部３１２には、Ｕｓｅｒ１及びＵｓｅｒ２がそれぞれ切り出した切出し範
囲を示す枠がユーザ名と共に撮像画像上に表示される。また、切出画像表示部３１１には
、Ｕｓｅｒ１が切り出した切出画像、および、Ｕｓｅｒ２が切り出した切出画像が表示さ
れる。
【００４５】
　同様に、管理者ユーザであるＵｓｅｒ１、及び、一般者ユーザであるＵｓｅｒ２が、同
じ１枚の撮像画像から異なる範囲の切出画像を切り出した場合、一般者ユーザであるＵｓ
ｅｒ２がその撮像画像の再表示する場合の表示画面の例を、図７を用いて説明する。
【００４６】
　Ｕｓｅｒ２が閲覧することができる表示画面の撮像画像表示部３１２には、Ｕｓｅｒ２
が切出画像を切り出した切出し範囲を示す枠のみがユーザ名と共に撮像画像上に表示され
る。そして、切出画像表示部３１１には、Ｕｓｅｒ２が切出した切出画像のみが表示され
る。Ｕｓｅｒ２の撮像画像表示部３１２には、Ｕｓｅｒ２が切出画像を切り出した切出し
範囲を示す枠を表示し、ユーザ名は表示しなくてもよい。
【００４７】
　上述の例では、ユーザの属性情報として、ユーザの識別情報を用いる場合について説明
したが、これに限らない。例えばユーザの属性情報は、ユーザが撮像装置１００にアクセ
スするために用いたアプリケーションの種類等としてもよい。ユーザが用いるアプリケー
ションの種類によって、撮像装置１００は表示制御を行ったユーザの表示権限を判定する
こととしてもよい。
【００４８】
　たとえば、撮像装置１００を制御することができる範囲が制限された一般者用アプリケ
ーションから撮像装置１００にアクセスがあった場合、一般者ユーザによる表示制御が行
われたものとして判定することができる。
【００４９】
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　また、撮像装置１００を制御することができる範囲が制限されない管理者用アプリケー
ションから撮像装置１００にアクセスがあった場合、管理者ユーザによる表示制御が行わ
れたものとして判定することができる。
【００５０】
　撮像装置１００の記憶部１３０は、画像処理部１２０が画像処理を行った画像を一時的
に記憶する。記憶部１３０に記憶された撮像画像は、通信制御部１４０の制御により記録
装置２００又は表示装置３００に送信される。記憶部１３０には、任意の記録媒体を用い
ることができる。例えば、記憶部１３０はＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）や
Ｆｌａｓｈメモリなどにより構成することができる。記憶部１３０は、一部、又は全体を
外部記憶装置により構成されてもよい。例えば、メモリカード等のように撮像装置１００
に着脱可能な記憶装置を用いることができる。
【００５１】
　また記憶部１３０は、ユーザの識別情報と、表示権限とを関連付けて保持する。ユーザ
によってユーザの識別情報が表示装置３００に入力され、表示装置３００から撮像装置１
００に当該識別情報が通知される。撮像装置１００は、通知された識別情報と、記憶部１
３０に記憶された情報とを用いて、表示装置３００を操作するユーザが保有する表示権限
を判定することができる。撮像装置１００は、管理者権限を有するユーザの識別情報のみ
を保持し、保持した識別情報以外の識別情報が通知された場合には、一般者権限を有する
ユーザが表示装置３００を操作していると判定することとしてもよい。あるいは、上述の
ように、ユーザが撮像装置１００にアクセスするために用いたアプリケーションの種類に
よって、ユーザの表示権限を判定することとしてもよい。この場合、記憶部１３０は、ア
プリケーションの種類と、表示権限とを関連付けて保持する。
【００５２】
　ユーザの識別情報と閲覧情報の対応を示す情報は、撮像装置１００に保持される場合に
限られない。例えば、撮像装置１００の外部の記憶装置に記憶されていてもよい。あるい
は、入力されたユーザの識別情報に基づいて、各表示装置３００がユーザの保持する表示
権限を判定し、撮像装置１００に送信することとしてもよい。
【００５３】
　また、撮像装置１００がプロセッサを内蔵する形態では、記憶部１３０は、図３（ａ）
及び（ｂ）に示す撮像装置１００の手順を各プロセッサに実行させるためのプログラムを
記憶する。
【００５４】
　次に記録装置２００の構成について図１を用いて説明する。通信制御部２２０は、撮像
装置１００から、撮像装置１００が撮像した撮像画像、および、撮像装置１００によって
撮像画像から切り出された切出画像を受信する。さらに、通信制御部２２０は撮像装置１
００が撮像した撮像画像と、当該撮像画像から切り出された切出画像とを対応付けるため
の切り出し制御情報を撮像装置１００から受信する。
【００５５】
　記録部２１０は、通信制御部２２０が受信した撮像画像、切出画像、及び切り出し制御
情報を記録する。記録装置２００がプロセッサを内蔵する形態では、記録部２１０は、図
３（ａ）及び（ｂ）に示す記録装置２００の手順を各プロセッサに実行させるためのプロ
グラムを記憶する。
【００５６】
　次に、図１に示した撮像装置１００、記録装置２００、及び、表示装置３００の動作に
ついて、図３（ａ）及び（ｂ）を用いて説明する。図３（ａ）及び（ｂ）では、撮像装置
１００が撮像した撮像画像から一部を切り出した切出画像を、表示装置３００において表
示する場合について説明する。
【００５７】
　まず、表示装置３００において切出画像を表示する処理を行うとともに、撮像画像及び
切出し制御情報を記録装置２００に記憶する処理（録画処理）を行う場合について図３（
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ａ）を用いて説明する。ここで切出し制御情報とは、撮像装置１００が撮像した撮像画像
のうち、一部を切出して表示装置３００に表示する領域を示すための情報をいう。
【００５８】
　表示装置３００、撮像装置１００、記録装置２００がそれぞれプロセッサを内蔵する形
態では、図３（ａ）の処理フローは、図３（ａ）に示す手順を各プロセッサに実行させる
ためのプログラムを示す。各プロセッサはコンピュータであり、記憶部１３０、記録部２
１０、あるいは、記憶部３５０から読み出したプログラムを実行する。
【００５９】
　まず、表示装置３００が行う処理について説明する。表示装置３００の通信制御部３４
０は、撮像装置１００が撮像している撮像画像の一部を切出した切出画像を要求するため
に、撮像装置１００に切出し制御情報とユーザの識別情報を送信する（Ｓ３００）。送信
されるユーザの識別情報は、ユーザごとに識別可能に設定された識別情報とすることがで
きる。または、ユーザが管理者権限を有するユーザであるか、一般者権限を有するユーザ
であるかを識別するための情報をユーザの識別情報に含めてもよい。あるいは、ユーザの
識別情報として、ユーザが用いているアプリケーションの種別を識別するための情報を表
示装置３００が送信することとしてもよい。アプリケーションの種別として、例えば、上
述の一般者用アプリケーションおよび管理者用アプリケーションを設けることができる。
【００６０】
　通信制御部３４０は、送信した切出し制御情報が示す領域に対応する切出画像を撮像装
置１００から受信する（Ｓ３０１）。表示装置３００の表示部３１０は、ステップＳ３０
１において受信した切出画像を表示する（Ｓ３０２）。
【００６１】
　次に、撮像装置１００が行う処理について説明する。撮像装置１００の通信制御部１４
０は、表示装置３００から切出し制御情報及びユーザの識別情報を受信する（Ｓ３１０）
。撮像装置１００の画像処理部１２０は、撮像部１１０が撮像した撮像画像のうち、受信
した切出し制御情報が示す領域の画像を切り出す処理を行う（Ｓ３１１）。次に撮像装置
１００の通信制御部１４０は、画像処理部１２０が切り出した切出画像を表示装置３００
に送信する（Ｓ３１２）。そして、通信制御部１４０は、切出画像が切り出された撮像画
像の全体を記録装置２００に送信する（Ｓ３１３）。記録装置２００に送信される撮像画
像は、切出画像が切り出されていない撮像画像の全体である。さらに通信制御部１４０は
、表示装置３００から受信した切出し制御情報と当該切出しを指示したユーザの属性情報
とを記録装置２００に送信する（Ｓ３１４）。
【００６２】
　本実施例において、ステップＳ３１２において、通信制御部１４０は、管理者ユーザが
用いる表示装置３００に対して、撮像画像の一部の領域の画像（切出画像）である第１の
画像を送信する（第１の送信手順）。また、本実施例のステップＳ３１２において、通信
制御部１４０は、一般者ユーザが用いる表示装置３００に対して、撮像画像の一部の領域
の画像（切出画像）である第２の画像を送信する（第２の送信手順）。そしてステップＳ
３１４において、第１の画像及び第２の画像を含む撮像画像を記録装置２００に記録させ
る（記録制御手順）。
【００６３】
　本実施例において、ユーザの属性情報には、ユーザの識別情報とユーザの権限情報（表
示権限情報）が含まれる。ユーザの権限情報は、記憶部１３０に記憶された、ユーザの識
別情報と表示権限との対応付け情報と、ステップＳ３１０において受信したユーザの識別
情報とに基づいて判定される。ステップＳ３１４では、ユーザの識別情報を送信しないこ
ととしてもよい。すなわち、切出し制御情報と、切出しを行ったユーザの権限情報とを関
連付けて送信することとしてもよい。
【００６４】
　次に記録装置２００が行う処理について説明する。記録装置２００の通信制御部２２０
は、撮像装置１００が撮像した撮像画像を受信して記録部２１０に記録する（Ｓ３２０）
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。このようにして、撮像装置１００が撮像した撮像画像を録画することができる。また通
信制御部２２０は、撮像装置１００から切り出し制御情報とユーザの属性情報を受信して
、記録部２１０に記録する（Ｓ３２１）。記録装置２００は、切出画像の切り出しが行わ
れた撮像画像を識別するための識別情報に、当該切出し処理についての切出し制御情報と
ユーザの属性情報とを関連付けて記録する。例えば記録装置２００は、図５に示したよう
に、画像ＩＤに切出し範囲情報とユーザの属性情報を関連付けて記録する。
【００６５】
　本実施例において、ユーザの属性情報にはユーザの識別情報が含まれる。このようにし
て、記録装置２００から切出し制御情報を読み出す場合に特定のユーザの指示による切出
しの切出し制御情報を読み出すことができる。ただし、ユーザの属性情報にユーザの識別
情報を含めず、ユーザの権限情報のみを含めて送信することとしてもよい。この場合、記
録装置２００から切出し制御情報を読み出す場合に特定の権限を有するユーザの指示によ
る切出しの切出し制御情報を読み出すことができる。
【００６６】
　図３（ａ）に示した例では、全体画像及び切出し制御情報を記録装置２００に記録する
場合について説明したが、撮像装置１００の記憶部１３０にこれらを記憶することとして
もよい。
【００６７】
　また、図３（ａ）に示した例では、撮像装置１００が撮像した撮像画像を記録装置２０
０に録画する場合について説明したが、撮像画像を録画するか否かを切り替えられるよう
にしてもよい。すなわち、図３（ａ）のステップＳ３１３において、全体画像を記録装置
２００に送信するか否かを設定に応じて切り替えられるようにしてもよい。あるいは、撮
像装置１００が撮像した撮像画像を撮像装置１００内の記憶部１３０に記憶して録画する
場合、記憶部１３０に記録するか否かを設定に応じて切り替えられるようにしてもよい。
この撮像画像を記憶部１３０に記憶し、記録装置２００に送信しない設定は、記憶部１３
０に記憶しておけばよい。
【００６８】
　撮像装置１００は撮像画像を録画しない場合には、ステップＳ３１４において切出し制
御情報と属性情報とを記録させないこととしてもよい。例えば、撮像装置１００は撮像画
像を撮像装置１００又は記録装置２００に録画する設定となっているか判定し、録画を行
わない設定となっている場合には、ステップＳ３１４において切出し制御情報を送信しな
いこととしてもよい。この設定は撮像装置１００の記憶部１３０に記憶される。
【００６９】
　切出し制御情報は、録画された画像を再生する際に、録画時に表示されていた表示画面
を再現するために用いられる情報である。そこで、上述のように録画が行われない場合に
は切出し制御情報を記録しないようにすることができる。このようにして、切出し制御情
報を記録するための処理負荷を軽減することができる。また、切出し制御情報を記録する
ために用いられる記憶媒体の記録容量を節約することができる。切出し制御情報は、記憶
部１３０に記憶するようにしてもよい。
【００７０】
　次に、表示装置３００において切出画像及び全体の撮像画像を表示装置３００に表示す
る処理（再生処理）を行う場合について図３（ｂ）を用いて説明する。
【００７１】
　表示装置３００、撮像装置１００、記録装置２００がそれぞれプロセッサを内蔵する形
態では、図３（ｂ）の処理フローは、図３（ｂ）に示す手順を各プロセッサに実行させる
ためのプログラムを示す。各プロセッサはコンピュータであり、記憶部１３０、記録部２
１０、あるいは、記憶部３５０から読み出したプログラムを実行する。
【００７２】
　まず表示装置３００が行う処理について説明する。表示装置３００の通信制御部３４０
は、記録装置２００に記憶された撮像画像の送信を撮像装置１００に要求する。撮像画像
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の送信要求には、送信を要求する撮像画像を識別するための識別情報が含まれる。また、
通信制御部３４０は、表示装置３００を操作するユーザの識別情報を送信する（Ｓ３０３
）。本実施例における送信要求は、記録装置２００に記録された撮像画像の再生を要求す
る再生要求としての役割を果たす。
【００７３】
　通信制御部３４０は、撮像装置１００から撮像画像の送信要求に対応する撮像画像を受
信する（Ｓ３０４）。さらに、当該撮像画像の識別情報に切出し制御情報が関連付けられ
て記録装置２００に記憶されている場合には、通信制御部３４０は、撮像画像の要求を行
うユーザの表示権限に応じた切出画像を受信する。
【００７４】
　撮像画像の要求を行うユーザが管理者ユーザである場合、ユーザは指定した撮像画像か
ら切り出された切出画像を制限なく受信して閲覧することができる。本実施例において、
管理者ユーザは、管理者権限と関連付けられた切出画像、及び、一般者権限と関連付けら
れた切出画像のいずれも閲覧することができる。
【００７５】
　録画された画像を管理者ユーザが閲覧する場合、表示装置３００は、管理者ユーザの指
示により切り出した切出画像を閲覧するためのウィンドウと、一般者ユーザの指示により
切り出した切出画像を閲覧するためのウィンドウを分けて表示してもよい。このようにす
れば、管理者ユーザと一般者ユーザが同時に異なる切出画像を閲覧した場合であっても、
同時に再表示することができる。あるいは表示装置３００は、管理者ユーザが指定した特
定のユーザの指示により切り出された切出画像を表示するようにしてもよい。
【００７６】
　一方、撮像画像の要求を行うユーザが一般者ユーザである場合、ユーザは指定した撮像
画像から切り出された切出画像について、制限された切出画像のみを受信して閲覧するこ
とができる。本実施例において一般者ユーザは、当該一般者ユーザの識別情報に関連付け
られた切出画像のみを閲覧することができる。これに限らず、一般者ユーザは、一般者権
限に関連付けられた切出画像を閲覧できることとしてもよい。すなわち一般者ユーザは、
他の一般者ユーザの指示により切り出された切出画像を閲覧できることとしてもよい。
【００７７】
　表示装置３００の通信制御部３４０は、要求した撮像画像の識別情報に切出し制御情報
が関連付けられている場合には、切出画像を撮像装置１００から受信し、全体画像として
の撮像画像は受信しないようにしてもよい。
【００７８】
　そして表示装置３００の表示部３１０は、ステップＳ３０４において受信した切出画像
を表示させる。また表示部３１０は、切出画像と共に、当該切出画像を切り出した、全体
画像としての撮像画像も表示させる。なお、表示部３１０は全体画像を表示しないことと
してもよい。
【００７９】
　次に撮像装置１００が行う処理について説明する。撮像装置１００の通信制御部１４０
は、記録装置２００に記憶された撮像画像の送信要求を表示装置３００から受信する。通
信制御部１４０は送信要求の受信に応じて、要求された撮像画像とその撮像画像に関連付
けられたユーザの属性情報及び切出し制御情報を記録装置２００から受信する（Ｓ３１５
）（受信手順）。要求された撮像画像が撮像装置１００の記憶部１３０に記憶されている
場合には、記憶部１３０から撮像画像を取得する。
【００８０】
　次に撮像装置１００の通信制御部１４０は、記録装置２００を参照して、送信要求を受
信した撮像画像の識別情報に切出し制御情報が関連付けられているか判定する（Ｓ３１６
）。撮像装置１００の記憶部１３０に切出し制御情報が記憶されている場合には、記憶部
１３０を参照してステップＳ３１６の判定を行うこととしてもよい。
【００８１】
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　送信要求を受信した撮像装置に切出し制御情報が関連付けられている場合（ステップＳ
３１６においてＹｅｓの場合）、通信制御部１４０はこの切出し制御情報に基づいて、画
像処理部１２０に対して画像の切り出しを指示する。すなわち通信制御部１４０は、送信
要求を受信した撮像画像のうち、当該撮像画像に関連付けられた切出し制御情報が示す領
域の画像を、当該撮像画像から切出すように画像処理部１２０に指示する。
【００８２】
　撮像装置１００の画像処理部１２０は、撮像部１１０が撮像した撮像画像を取得する。
そして撮像装置１００の通信制御部１４０は、画像処理部１２０が生成した切出画像の表
示装置３００への送信可否を決定する。切出画像の表示装置３００への送信が決定すると
、画像処理部１２０は、通信制御部１４０の指示に応じて画像を切出して表示装置３００
に送信する（Ｓ３１７）（送信制御手順）。ここで、画像処理部１２０は撮像画像の要求
を行ったユーザの属性情報に応じた画像の切出しを行う。ステップＳ３１７の処理につい
ては、図４を用いて詳細を後述する。
【００８３】
　さらに通信制御部１４０は送信要求によって指定された撮像画像を表示装置３００に送
信する（Ｓ３１８）。ここで通信制御部１４０は、表示装置３００に切出画像を送信した
場合には全体画像としての撮像画像を送信しないこととしてもよい。すなわち、通信制御
部１４０は、撮像画像の送信要求を受信した場合、要求された撮像画像に切出し制御情報
が関連付けられていない場合は要求された撮像画像を送信する。要求された撮像画像に切
出し制御情報が関連付けられている場合、当該切出し制御情報に対応する切出画像を表示
装置３００に送信し、全体画像としての撮像画像を送信しないようにしてもよい。
【００８４】
　本実施例では表示装置３００が撮像装置１００に対して撮像画像の要求を行うこととし
たが、表示装置３００は記録装置２００に撮像画像の要求を行うこととしてもよい。この
場合、記録装置２００が、上述のステップＳ３１６からステップＳ３１８の処理を実行し
て、表示装置３００に権限に応じた切出し画像を送信することができる。
【００８５】
　次にステップＳ３１７における切出画像生成処理について、図４を用いて説明する。ま
ず、画像処理部１２０は撮像画像の送信要求を行ったユーザが有する権限が、管理者権限
であるか、又は、一般者権限であるか判定する（Ｓ４００）。
【００８６】
　管理者権限を有するユーザからの送信要求である場合、本実施例において、画像処理部
１２０は要求された撮像画像に関連付けられた全ての切出し制御情報に応じた切出画像を
生成する（Ｓ４０１）。ここで、すべての切出し制御情報に応じた切出画像ではなく、管
理者ユーザによって指定された属性情報に関連付けられた切出し制御情報に応じた切出画
像のみを生成することとしてもよい。あるいは、管理者ユーザによって指定された切出し
範囲に応じた切出し制御情報に対応する切出画像のみを生成することとしてもよい。生成
した切出画像は通信制御部１４０に出力される。そして、表示装置３００に送信される（
Ｓ４０５）。
【００８７】
　一方、撮像画像の送信要求を行ったユーザが有する権限が、一般者権限である場合、本
実施例において画像処理部１２０は、撮像画像の要求を行ったユーザの識別情報を確認す
る（Ｓ４０２）。
【００８８】
　そして、画像処理部１２０は、ステップＳ４０２において確認したユーザの識別情報に
対応付けられた切出し制御情報が、要求された撮像画像に関連付けられているか判定する
（Ｓ４０３）。例えば、画像処理部１２０は、撮像画像の送信要求を行ったユーザが行っ
た切出し制御に関する切出し制御情報が撮像画像に関連付けられているか判定する。
【００８９】
　ステップＳ４０３で確認した識別情報に関連づけられた切出し制御情報がある場合（ス
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テップＳ４０３においてＹｅｓの場合）、画像処理部１２０は、識別情報に関連付けられ
た切出し制御情報に基づいて切出画像を生成する。生成した切出画像は通信制御部１４０
に出力される。そして、表示装置３００に送信される（Ｓ４０５）。
【００９０】
　一方、ステップＳ４０３で確認した識別情報に関連付けられた切出し制御情報が無い場
合（ステップＳ４０３においてＮｏの場合）、画像処理部１２０は切出画像の生成を行わ
ない。そして、切出画像の送信を行わないまま、図３のステップＳ３１８に進む。
【００９１】
　本実施例では、ステップＳ４０１において、撮像画像に関連付けられた全ての切出画像
を生成することとしたが、これに限られず、管理者ユーザが指定した切出画像のみを生成
することとしてもよい。また、ステップＳ４０２は行わないでもよい。この場合、ステッ
プＳ４０３において、識別情報に対応する切出し制御情報の有無を判定する替わりに、一
般者権限に対応付けられた切出し制御情報の有無を判定するようにすることができる。こ
の場合、ステップＳ４０４では、一般者権限に関連付けられた切出し制御情報に対応する
切出画像を生成する。一般者権限に関連付けられた切出し制御情報とは、たとえば、一般
者ユーザが行った画像切出し制御の内容を示す情報である。このようにすれば一般者ユー
ザは、他の一般者ユーザが切り出し処理を行った切出画像の閲覧を行うことができる。
【００９２】
　このようにして、管理者権限を有する管理者ユーザは、撮像装置１００が撮像した撮像
画像に対する表示制御の履歴を制限なく用いて撮像画像の再表示をさせることができる。
一方、本実施例において、一般者権限を有する一般者ユーザは、撮像装置１００が撮像し
た撮像画像に対する表示制御の履歴を制限された範囲で用いて撮像画像の再表示をさせる
ことができる。
【００９３】
　上述の例では、管理者ユーザが用いる表示装置３００（第１のクライアント装置）が切
出した第１の画像及び一般者ユーザが用いる表示装置３００（第２のクライアント装置）
が切り出した第２の画像を送信した後に第１のクライアント装置から再生要求を受信する
。この場合、撮像装置１００が第１の画像及び第２の画像を第１のクライアント装置に送
信することを可能とする。このようにして、第１のクライアント装置が第１の画像及び第
２の画像を表示することを可能とする。
【００９４】
　また、第１のクライアント装置が切出した第１の画像及び第２のクライアント装置が切
り出した第２の画像を送信した後に、第２のクライアント装置から再生要求を受信する。
この場合には撮像装置１００が第２の画像を第２のクライアント装置に送信することを可
能とする。このようにして、第２のクライアント装置に第２の画像を表示させることを可
能とし、第１の画像を第２のクライアント装置に表示させないようにすることができる。
【００９５】
　また、上述したように、記録装置２００が第１、第２のクライアント装置から再生要求
を受信し、第１及び第２の画像、あるいは、第２の画像を、第１、第２のクライアント装
置に送信するようにしてもよい。
【００９６】
　このようにして、記録装置２００に記録された撮像画像から切り出された切出画像を表
示するクライアント装置が有する表示権限に応じて該クライアント装置への第１の切出画
像及び第２の切出画像の表示の可否を決定する制御を行うことができる。
【００９７】
　本実施例によれば、特に、第１の画像及び第２の画像を送信した後に再生要求を受信し
た場合、再生要求を行ったクライアント装置が有する表示権限に応じてクライアント装置
への切出画像の送信可否を決定する制御を行うことができる。
【００９８】
　以上のようにして、映像データを閲覧する複数のユーザが映像データについて異なる表
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示権限を有する場合に、映像データの再表示において各表示権限に応じた表示を行うこと
ができる。
【００９９】
　＜実施例２＞
　実施例２では、表示装置３００が画像の切り出し処理を行う場合について説明する。実
施例２における表示装置３００の通信制御部３４０は、撮像装置１００から切出し制御情
報を受信する。また、実施例２における表示装置３００の画像処理部３２０は、受信した
切出し制御情報に基づいて、撮像画像から切出画像を切出す処理を行う。
【０１００】
　本実施例にかかる撮像装置１００、記録装置２００、表示装置３００のその他の構成に
ついては、実施例１において図１を用いて説明した構成と同様であるため説明を省略する
。
【０１０１】
　次に本実施例にかかる撮像装置１００、記録装置２００、表示装置３００が行う処理に
ついて説明する。まず、撮像装置１００が撮像した撮像画像を、表示装置３００がリアル
タイムで再生する場合の処理について図８（ａ）を用いて説明する。図８（ａ）の処理は
、実施例１において図３（ａ）を用いて説明した処理と同様であるが、撮像装置１００は
表示装置３００に対し、撮像画像全体のみを送信する点で異なる。また、本実施例にかか
る表示装置３００は、撮像装置１００から受信した撮像画像から切出画像の切出し処理を
行う点で異なる。
【０１０２】
　まず表示装置３００は、撮像装置１００に切出し制御情報及びユーザ識別情報を送信す
る（Ｓ８００）。次に表示装置３００は、切出し制御情報の送信の応答として、撮像装置
１００が撮像した撮像画像全体を受信する（Ｓ８０１）。続いて、表示装置３００の画像
処理部３２０は、ステップＳ８００において送信した切出し制御情報に基づいて、受信し
た撮像画像から切出画像を生成する（Ｓ８０２）。そして、表示装置３００の表示部３１
０は、生成した切出画像の表示を行う（Ｓ８０３）。
【０１０３】
　また、本実施例における撮像装置１００は、実施例１において図３（ａ）を用いて説明
した動作と比べて、表示装置３００から切出し制御情報を受信した場合（Ｓ８１０）に、
切出画像の生成を行わない点で異なる。そして、切出画像を表示装置３００に送信するの
に替えて撮像画像全体を送信する（Ｓ８１２）点で異なる。ここで、本実施例における切
出し制御情報は、撮像画像から一部の画像を切り出した領域を示す切出情報である。その
他の点は実施例１において図３（ａ）を用いて説明した動作と同様であるので説明を省略
する。また、記録装置２００の動作についても、図３（ａ）を用いて説明した動作と同様
であるので説明を省略する。
【０１０４】
　本実施例では、撮像装置１００はステップＳ８１０において、管理者ユーザが用いる表
示装置３００から、管理者ユーザが用いる表示装置３００が撮像画像から切り出した領域
を示す第１の切出情報を受信する（第１の受信手順）。また、ステップＳ８１０において
、一般者ユーザが用いる表示装置３００から、一般者ユーザが用いる表示装置３００が撮
像装置から切り出した領域を示す第２の切出情報を受信する（第２の受信手順）。
【０１０５】
　続いて、本実施例において表示装置３００が撮像画像の再表示を行う動作の例について
図８（ｂ）を用いて説明する。
【０１０６】
　まず、本実施例にかかる表示装置３００は、撮像画像の要求、及び、ユーザの識別情報
を撮像装置１００に送信する（Ｓ８０４）。ステップＳ８０４の処理は、実施例１におい
て図３（ｂ）を用いて説明したステップＳ３０３の処理と同様であるため詳細の説明を省
略する。次に表示装置３００は、表示装置３００を操作するユーザのユーザ権限に応じた
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、切出し制御情報を撮像装置１００から受信する（Ｓ８０５）。続いて表示装置３００は
、撮像装置１００から撮像画像を受信する（Ｓ８０６）。そして、表示装置３００の画像
処理部３２０は、ステップＳ８０５で受信した切出し制御情報と、ステップＳ８０６にお
いて受信した撮像画像に基づいて切出画像を生成する（Ｓ８０７）。そして、生成した切
出画像を表示部３１０に表示する。このようにして、実施例１において図６、図７を用い
て説明したのと同様に、ユーザの属性情報に応じた表示制御を実現することができる。
【０１０７】
　次に、本実施例に係る撮像装置１００は、ステップＳ８１４（第３の受信手順）、ステ
ップＳ８１５において、実施例１の図３（ｂ）のステップＳ３１５、ステップＳ３１６と
同じ処理を行う。続いて、要求された撮像画像に切出し制御情報が関連付けられている場
合（ステップＳ８１５においてＹｅｓの場合）、属性情報に応じて切出し制御情報の送信
可否を決定する処理を行う（Ｓ８１６）（送信制御手順）。ステップＳ８１６の処理は図
９を用いて詳細を後述する。そして、撮像装置１００は、表示装置３００に撮像画像を送
信する（Ｓ８１７）。ステップＳ８１６とステップＳ８１７の処理は順序が前後してもよ
い。
【０１０８】
　本実施例にかかる記録装置２００の処理は実施例１において説明した処理と同じなので
説明を省略する。
【０１０９】
　本実施例では表示装置３００が撮像装置１００に対して撮像画像の要求を行うこととし
たが、表示装置３００は記録装置２００に撮像画像の要求を行うこととしてもよい。この
場合、記録装置２００が、上述のステップＳ８１４からステップＳ８１７の処理を実行し
て、表示装置３００に権限に応じた切出し制御情報を送信することができる。
【０１１０】
　続いて、ステップＳ８１６の処理について図９を用いて説明する。本実施例において撮
像装置１００は、撮像画像の要求を行ったユーザの表示権限を確認する（Ｓ９００）。ユ
ーザの表示権限が管理者権限である場合には、撮像装置１００は表示装置３００に対し、
要求された撮像画像に関連付けられた全ての切出し制御情報を送信する（Ｓ９０１）。
【０１１１】
　一方、ユーザの表示権限が一般者権限である場合には、撮像画像の要求を行ったユーザ
の識別情報を確認する。そして、撮像装置１００は、ステップＳ９０２において確認した
ユーザの識別情報に対応付けられた切出し制御情報が、要求された撮像画像に関連付けら
れているか判定する（Ｓ９０３）。例えば、画像処理部１２０は、撮像画像の送信要求を
行ったユーザが行った切出し制御に関する切出し制御情報が、撮像画像に関連付けられて
いるか判定する。
【０１１２】
　ステップＳ９０３で確認した識別情報に関連づけられた切出し制御情報がある場合（ス
テップＳ９０３においてＹｅｓの場合）、画像処理部１２０は、識別情報に関連付けられ
た切出し制御情報を撮像装置１００に送信する（Ｓ９０４）。
【０１１３】
　一方、ステップＳ９０３で確認した識別情報に関連付けられた切出し制御情報が無い場
合（ステップＳ９０３においてＮｏの場合）、撮像装置１００は切出し制御情報の送信を
行わない。
【０１１４】
　本実施例では、管理者ユーザから第１の切出情報を受信し、一般者ユーザから第２の切
出情報を受信した後に管理者ユーザから再生要求を受信した場合、第１の切出情報及び第
２の切出情報を管理者ユーザに送信することを可能する。このようにして、第１の切出情
報によって切り出される第１の切出画像、及び、第２の切出し情報によって切り出される
第２の切出画像を管理者ユーザが表示することを可能とする。
【０１１５】
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　また、管理者ユーザから第１の切出情報を受信し、一般者ユーザから第２の切出情報を
受信した後に一般者ユーザから再生要求を受信した場合、第２の切出情報を一般者ユーザ
に送信することを可能にする。このようにして、第２の切出情報によって切り出される第
２の切出画像を一般者ユーザが表示することを可能とする。また、第１の切出し情報によ
って切り出される第１の切出画像を一般者ユーザに表示させないようにすることができる
。
【０１１６】
　このようにして、記録装置２００に記録された撮像画像から切り出された切出画像を表
示するクライアント装置が有する表示権限に応じて該クライアント装置への第１の切出画
像及び第２の切出画像の表示の可否を決定する制御を行うことができる。
【０１１７】
　本実施例では、特に、管理者ユーザから第１の切出情報を受信し、一般者ユーザから第
２の切出情報を受信した後に再生要求を受信した場合、再生要求を行ったユーザが有する
権限に応じて該ユーザへの第１の切出情報及び第２の切出情報の送信可否を決定する。
【０１１８】
　本実施例では、ステップＳ９０１において、撮像画像に関連付けられた全ての切出し制
御情報を送信することとしたが、これに限られず、管理者ユーザが指定した切出し制御情
報のみを生成することとしてもよい。また、ステップＳ９０２は行わないでもよい。この
場合、ステップＳ９０３において、識別情報に対応する切出し制御情報の有無を判定する
替わりに、一般者権限に対応付けられた切出し制御情報の有無を判定するようにすること
ができる。この場合、ステップＳ４０４では、一般者権限に関連付けられた切出し制御情
報に対応する切出し制御情報を送信する。一般者権限に関連付けられた切出し制御情報と
は、たとえば、一般者ユーザが行った画像切出し制御の内容を示す情報である。このよう
にすれば、一般者ユーザは、他の一般者ユーザが切り出し処理を行った切出画像の閲覧を
行うことができる。
【０１１９】
　以上の処理により、表示装置３００において画像切出し処理を行う場合でも、映像デー
タの再表示において各表示権限に応じた表示を行うことができる。
【０１２０】
　＜実施例３＞
　本実施例では、記憶された操作履歴を用いて録画画像を検索する処理について説明する
。
【０１２１】
　本実施例における撮像装置１００は、複数の撮像画像を記録装置２００に記憶させる。
また、本実施例における撮像装置１００は、複数の撮像画像のそれぞれから、ユーザの切
出し指示に応じて画像を切出して表示装置３００に送信する。
【０１２２】
　本実施例における撮像装置１００は不図示の検索処理部１７０を有する。この検索処理
部１７０は、通信制御部１４０を介して記録装置２００に接続し、記録装置２００に記憶
された画像の検索を行う。あるいは、検索処理部１７０は撮像装置１００内の記憶部１３
０に記憶された画像の検索を行う。
【０１２３】
　また、本実施例における表示装置３００の表示部３１０は、記録装置２００の記録部２
１０、又は、撮像装置１００の記憶部１３０に記憶された画像のうちから、所望の画像を
検索するための検索画面を表示する。
【０１２４】
　撮像装置１００、記録装置２００、及び、表示装置３００のその他の構成は実施例１に
おいて説明した構成と同じであるため説明を省略する。
【０１２５】
　表示装置３００の表示部３１０に表示される検索画面の例を図１０に示す。図１０は、
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撮像装置１００が撮像した画像上の特定の領域内で画像の切出しを行った画像を検索する
ための検索画面の例である。
【０１２６】
　検索枠１０００は、撮像装置１００が撮像した撮像画像の全体の領域に対応する範囲を
示す枠である。また、指定枠１００１は、撮像画像における検索範囲を指定するためにユ
ーザが指定する枠である。ユーザは、指定枠１００１を指定することにより、撮像画像の
指定枠１００１に対応する範囲内で画像の切出しを行った撮像画像を検索するように検索
条件を設定することができる。
【０１２７】
　あるいは、ユーザは撮像画像における指定領域の位置を示す座標値を入力することによ
り、指定領域内で画像の切出しを行った撮像画像を検索するように検索条件を設定するこ
ととしてもよい。指定枠１００１あるいは座標値によって指定した範囲に、画像の切出し
範囲の一部が含まれる場合、当該切出しが行われた撮像画像を検索結果に含めるようにす
るか否かは、特に限定しない。ユーザは、切出し範囲の指定に加えて、検索対象とする撮
像画像の撮像が行われた時刻の範囲を指定することとしてもよい。
【０１２８】
　実行ボタン１００２は、検索の実行を撮像装置１００に指示するために用いられる。ユ
ーザは、検索枠１０００上で指定枠１００１を設定し、実行ボタン１００２を押すことに
よって、指定した範囲内において画像の切出しが行われた撮像画像を検索する指示を撮像
装置１００に送信することができる。
【０１２９】
　表示装置３００の通信制御部３４０は、実行ボタン１００２により検索実行の指示がな
されると、検索指示と共に、ユーザが指定された範囲を示す情報を撮像装置１００に送信
する。ユーザの指定範囲を示す情報として、例えば、指定範囲における所定の点（頂点又
は中心点等）を示す座標と、指定範囲の大きさ（対角線の長さ、高さ、幅等）を示す情報
を送信することができる。このようにして、表示装置３００は、撮像画像における領域を
指定する指定情報を撮像装置１００に送信することができる。
【０１３０】
　検索結果表示部１００３は、ユーザが行った検索指示に応じた検索結果を表示する領域
である。検索結果表示部１００３には、ユーザによって指定された範囲内で画像の切り出
しを行った撮像画像のリストが表示される。図１０に示すように、検索結果の撮像画像上
に切出しを行った範囲を示す枠を表示するようにしてもよい。
【０１３１】
　次に、本実施例における撮像装置１００が行う検索処理について説明する。撮像装置１
００の通信制御部１４０は、ユーザが指定した範囲を示す指定情報を表示装置３００から
受信すると、検索処理部１７０において検索処理を実行する。
【０１３２】
　検索処理部１７０は、図５に示したようなテーブルを参照して、指定された範囲に含ま
れる領域で切出しを行った撮像画像を特定する。そして、当該撮像画像を記録装置２００
から読み出して、表示装置３００に送信する。このようにして、検索条件に一致する撮像
画像を検索することができる。
【０１３３】
　このようにして、通信制御部１４０は、記録装置２００に記録させた複数の撮像画像の
うち指定情報により指定される指定領域に一部又は全体が含まれる切出画像を含む撮像画
像を指定情報を送信したユーザが用いる表示装置３００に送信する。
【０１３４】
　ここで、同じ検索条件を入力した場合でも、検索指示を行ったユーザが管理者ユーザで
あるか、一般者ユーザであるかに応じて検索結果を異ならせるようにすることができる。
すなわち、管理者ユーザが行った検索指示に対しては、検索対象とする撮像画像を制限せ
ずに検索を行った結果が出力する。一方、一般者ユーザが行った検索指示に対しては、検
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索対象とする撮像画像を制限して行った検索の結果を出力するようにすることができる。
【０１３５】
　例えば、管理者ユーザが検索を行った場合、検索結果表示部１００３には、記録装置２
００に記憶された撮像画像のうち検索条件に一致する全ての撮像画像が表示される。一方
、一般者ユーザが検索を行った場合、検索条件に一致する撮像画像のうち、当該一般者ユ
ーザが、指定された範囲で画像の切出し指示を行った撮像画像のみが検索結果表示部１０
０３に表示されるようにすることができる。
【０１３６】
　あるいは、管理者ユーザは検索条件に一致する撮像画像のうち、所望のユーザの指示に
よって指定範囲内で画像が切り出された撮像画像を指定して検索結果表示部１００３に表
示させるようにすることができる。また、一般者ユーザが検索を行った場合、検索条件に
一致する撮像画像のうち、当該一般者ユーザ又は他の一般者ユーザが、指定された範囲で
画像の切出し指示を行った撮像画像を検索結果表示部１００３に表示するようにしてもよ
い。
【０１３７】
　このような検索は、検索条件に一致する撮像画像に対して、検索処理部１７０が、実施
例２において図９を用いて説明した処理を行うことにより実現することができる。本実施
例において、図９の処理の結果、表示装置３００に送信される切出し制御情報は対応する
撮像画像とともに送信される。切出しを行った撮像画像は図５に示したテーブルを用いて
特定することができる。表示装置３００は、撮像画像とともに受信した切出し制御情報に
基づいて、撮像画像上に切出し範囲を示す枠を表示させることができる。あるいは、切出
し範囲を示す枠を撮像装置１００が撮像画像に重畳して、表示装置３００に送信すること
としてもよい。
【０１３８】
　このようにして、管理者ユーザから指定情報を受信した場合には、管理者ユーザに送信
した切出画像を指定領域に含む撮像画像、及び、一般者ユーザに送信した切出画像を指定
領域に含む撮像画像を管理者ユーザが表示することを可能にする制御を行う。また、一般
者ユーザから再生要求を受信した場合には、一般者ユーザに送信した切出画像を指定領域
に含む撮像画像を一般者ユーザが表示することを可能とする制御を行う。
【０１３９】
　本実施例では、検索結果表示部１００３に、検索条件に一致する撮像画像の全体が表示
される例について説明したが、これに限らない。検索結果として、検索条件に一致する撮
像画像に対して行われた切出し制御を再現した切出画像のみを検索結果表示部１００３に
表示することとしてもよい。画像の切り出し処理は、撮像装置１００又は表示装置３００
のいずれが行うこととしてもよい。
【０１４０】
　また、検索条件に一致する撮像画像から切出画像を切出す処理をユーザ権限に応じて行
うようにしてもよい。検索条件に一致する撮像画像に対し、実施例１又は実施例２におい
て図４又は図９を用いて説明した処理と同じ処理を行うことにより、ユーザ権限に応じた
切出画像を検索結果表示部１００３に表示させるようにすることができる。
【０１４１】
　すなわち、管理者ユーザが用いる表示装置３００から指定領域の指定情報を受信した場
合、管理者ユーザが用いる表示装置３００に表示させた切出画像を指定領域に含む撮像画
像を管理者ユーザが用いる表示装置３００に表示させることができる。また、一般者ユー
ザが用いる表示装置３００に表示させた切出画像を指定領域に含む撮像画像を管理者ユー
ザが用いる表示装置３００に表示させることができる。
【０１４２】
　また、一般者ユーザが用いる表示装置３００から指定情報を受信した場合、一般者ユー
ザの表示装置３００に表示させた切出画像を指定領域に含む撮像画像を一般者ユーザが用
いる表示装置３００に表示させることができる。また、管理者ユーザが用いる表示装置３
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００に表示させた切出画像を指定領域に含む撮像画像を一般者ユーザが用いる表示装置３
００に表示させないようにすることができる。
【０１４３】
　このようにして、ユーザ権限に応じた検索処理を実現することができる。
【０１４４】
　＜実施例４＞
　本実施例では、撮像画像上の指定した範囲において画像の切出し処理を行ったユーザの
識別情報を検索して表示する処理について説明する。
【０１４５】
　本実施例における撮像装置１００は、実施例３と同様に、複数の撮像画像を記録装置２
００に記憶させる。また、本実施例における撮像装置１００は、複数の撮像画像のそれぞ
れから、ユーザの切出し指示に応じて画像を切出して表示装置３００に送信する。
【０１４６】
　また、本実施例における撮像装置１００は、検索処理部１７０を有する。また、本実施
例における表示装置３００の表示部３１０は、記録装置２００の記録部２１０、又は、撮
像装置１００の記憶部１３０に記憶された画像のうちから、所定の領域の画像切出しを行
ったユーザの識別情報を表示する。撮像装置１００、記録装置２００、及び、表示装置３
００のその他の構成は実施例１において説明した構成と同じであるため説明を省略する。
【０１４７】
　表示装置３００の表示部３１０に表示される検索画面の例を図１１に示す。図１１は、
撮像装置１００が撮像した画像上の特定の領域内での画像の切出し処理を行ったユーザを
検索するための検索画面の例である。
【０１４８】
　検索枠１０００は、撮像装置１００が撮像した撮像画像の全体の領域に対応する範囲を
示す枠である。また、指定枠１００１は、撮像画像における検索範囲を指定するためにユ
ーザが指定する枠である。ユーザは、指定枠１００１を指定することにより、撮像画像の
指定枠１００１に対応する範囲内で画像の切出し処理を行ったユーザを検索するように検
索条件を設定することができる。
【０１４９】
　あるいは、ユーザは撮像画像における指定領域の位置を示す座標値を入力することによ
り、指定領域内で画像の切出し処理を行ったユーザを検索するように検索条件を設定する
こととしてもよい。指定枠１００１あるいは座標値によって指定した範囲に、画像の切出
し範囲の一部が含まれる場合、当該切出しが行われた撮像画像を検索結果に含めるように
するか否かは、特に限定しない。ユーザは、切出し範囲の指定に加えて、検索対象とする
撮像画像の撮像が行われた時刻の範囲を指定することとしてもよい。
【０１５０】
　実行ボタン１００２は、検索の実行を撮像装置１００に指示するために用いられる。ユ
ーザは、検索枠１０００上で指定枠１００１を設定し、実行ボタン１００２を押すことに
よって、指定した範囲内において画像の切出し処理を行ったユーザを検索する指示を撮像
装置１００に送信することができる。
【０１５１】
　表示装置３００の通信制御部３４０は、実行ボタン１００２により検索実行の指示がな
されると、検索指示と共に、ユーザが指定された範囲を示す情報を撮像装置１００に送信
する。ユーザの指定範囲を示す情報として、例えば、指定範囲における所定の点（頂点又
は中心点等）を示す座標と、指定範囲の大きさ（対角線の長さ、高さ、幅等）を示す情報
を送信することができる。
【０１５２】
　検索結果表示部１１０３は、ユーザが行った検索指示に応じた検索結果を表示する領域
である。検索結果表示部１１０３には、指定された範囲内で画像の切り出しを行ったユー
ザの識別情報のリストが表示される。
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【０１５３】
　次に、本実施例における撮像装置１００が行う検索処理について説明する。撮像装置１
００の通信制御部１４０は、ユーザが指定した範囲を示す情報を表示装置３００から受信
すると、検索処理部１７０において検索処理を実行する。
【０１５４】
　検索処理部１７０は、図５に示したテーブルを参照して、指定された範囲に含まれる領
域で切出しを行った撮像画像を特定する。そして、図５に示したテーブルを参照して、当
該撮像画像から指定範囲内で画像切出し処理を行ったユーザの識別情報を取得し、表示装
置３００に送信する。このようにして、検索条件に一致するユーザの識別情報を検索する
ことができる。
【０１５５】
　ここで、同じ検索条件を入力した場合でも、検索指示を行ったユーザが管理者ユーザで
あるか、一般者ユーザであるかに応じて検索結果を異ならせるようにすることができる。
すなわち、管理者ユーザが行った検索指示に対しては、検索対象とする撮像画像を制限せ
ずに検索を行った結果を出力する。一方、一般者ユーザが行った検索指示に対しては、検
索対象とする撮像画像を制限して行った検索の結果を出力するようにすることができる。
【０１５６】
　例えば、管理者ユーザが検索を行った場合、検索結果表示部１１０３には、記録装置２
００に記憶された撮像画像のうち検索条件に一致する全ての撮像画像について、切出し処
理を行ったユーザの識別情報が表示される。一方、一般者ユーザが検索を行った場合、検
索条件に一致する撮像画像のうち、当該一般者ユーザ又は他の一般者ユーザが、指定され
た範囲で画像の切出し指示を行った撮像画像を検索結果表示部１１０３に表示するように
することができる。
【０１５７】
　このような検索は、検索条件に一致する撮像画像に対して、切出し処理を指示したユー
ザの識別情報を図５のテーブルを用いて特定することにより行うことができる。
【０１５８】
　検索結果として表示されたユーザの識別情報を選択することで、当該識別情報に関連付
けされた画像を表示するようにしてもよい。
【０１５９】
　本実施例では記録装置２００に記録させた複数の撮像画像のうち指定情報により指定さ
れる指定領域に一部又は全体が含まれる切出画像の切出しを指示したクライアント装置を
識別するための識別情報を指定情報を送信したクライアント装置に表示させる制御を行う
。
【０１６０】
　このようにして、ユーザ権限に応じて、撮像画像上の指定した領域において切り出し処
理を行ったユーザの識別情報を調べることができる。
【０１６１】
　＜その他の実施例＞
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
【符号の説明】
【０１６２】
　１００　撮像装置
　２００　記憶装置
　３００　表示装置
　１２０　画像処理部
　１４０　通信制御部
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　１５０　アクセス制御部
　３１０　表示部
　３４０　通信制御部

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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